
当医院からのご案内 
 

◆当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方(支)局に届出を行

っています。 

 

□電子的歯科診療情報連携体制整備加算 2 

□歯科外来診療医療安全対策加算 1（外安全 1） 

□歯科外来診療感染対策加算 1（外感染 1） 

□オンライン資格確認による医療情報の取得 

□歯周組織再生誘導手術（GTR） 

□クラウン・ブリッジの維持管理（補管） 

□歯科点数料表の初診料注 1に規定する施設基準（歯初診） 
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